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Ⅰ はじめに 

 

人口減少と少子高齢化の急速な進行、グローバル化の進展など、昨今の社会情勢の変

化に的確に対応しながら、「元気度 日本一 栃木県」をより確実に、より効果的に実現

していくためには、とちぎづくりの原点である「人づくり」を着実に推し進めることが

重要である。 

このような中、子どもの体力、運動能力が低下傾向にあることなどから、県民一人ひ

とりがスポーツに親しみ、それぞれの年齢、目的等に応じた体力の維持・増進を図ると

ともに、世代や地域を超えた交流を広げ、つながりを深めながら、健やかに生涯を楽し

めるような取組が求められている。 

また、日々の暮らしの安全・安心を確保するために、関係機関の連携と協力による犯

罪の未然防止や検挙に努めるとともに、地域の連帯により日常生活を脅かす犯罪が発生

しにくい地域づくりが求められている。 

とりわけ、全国的にも過去最悪の被害となっている特殊詐欺については、本県におい

ても、認知件数、被害額ともに過去最悪のペースで推移するなど、極めて深刻な事態と

なっており、本議会でも昨年11月に「特殊詐欺を撲滅し、県民生活の安全・安心を確保

する決議」を全会一致で可決したところである。 

そこで、教育分野として「スポーツの振興を通した人づくりの推進について」を、警

察分野として「振り込め詐欺を撲滅するための取組について」をそれぞれ特定テーマと

して定め、調査・研究を重ねてきたところである。 

この報告書は、こうした本委員会の調査・研究活動の結果を取りまとめたものである。 
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Ⅱ 委員会の活動状況 

 

１ 平成 26 年４月 18 日（金） 

特定テーマについて協議を行い、調査研究テーマを決定した。 

・ スポーツの振興を通した人づくりの推進について 

・ 振り込め詐欺を撲滅するための取組について 

 

２ 平成 26 年５月 16 日（金） 

各テーマについて、執行部の概要説明後、質疑を行った。 

 

３ 平成 26 年７月７日（月） 

 下野市及び小山市において現地調査を行った。 

 調査先及び調査事項 

(1) ＮＰＯ法人夢くらぶ国分寺 

「ＮＰＯ法人夢くらぶ国分寺の自主運営を通した地域スポーツ振興

の取組について」 

(2) 小山警察署 

「小山警察署管内における振り込め詐欺抑止対策の推進状況について」 

(3) 足利銀行小山支店 

「金融機関による声かけ訓練について」 

 

４ 平成 26 年８月 22 日（金） 

執行部に対する事前通告制による質疑を行った。 

 

５ 平成 26 年８月 27 日（水）～29 日（金） 

東京都、福岡県及び愛媛県において県外調査を行った。 

調査先及び調査事項 

(1) 警視庁「特殊詐欺被害防止対策電話センター業務について」等 

(2) 福岡県立スポーツ科学情報センター「福岡県スポーツ振興センターの

事業概要について」等 

(3) 愛媛県「スポーツ振興に関する県の施策について」 
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６ 平成 26 年 10 月９日（木） 

 報告書骨子案の検討を行った。 

 

７ 平成 26 年 10 月 24 日（金） 

 報告書素案の検討を行った。 

 

８ 平成 26 年 11 月 14 日（金） 

報告書案の検討を行った。 

 



- 4 - 

 

Ⅲ スポーツの振興を通した人づくりの推進について 

 

１ 背景及び検討の視点 

  近年、子どもの体力、運動能力は低い水準にあり、また、運動をする子としない子

の二極化も見られる。「健康・体力」は、物事に取り組む意欲や気力といった精神面

の充実にも大きく関わっており、「確かな学力」「豊かな人間性」とともに「生きる

力」を育成する上で、極めて重要である。県教育委員会では、「とちぎ元気キッズ育

成事業」などを実施し子どもの体力向上に取り組んでいるが、さらに一歩進んだ取組

が必要である。 

  また、平成 34年に第 77回国民体育大会が本県で開催される。この国体を子どもの

成長につなげる好機ととらえ、とちぎの子どもたち一人ひとりが自らスポーツに関わ

ろうとする意欲や、協力、責任、参画などの社会的態度を育てるなど、スポーツの裾

野をさらに広げていくことも重要である。 

  さらに、「健康長寿とちぎづくり推進条例」が本年４月１日から施行され、運動等

の身体活動の増加を促進するため、県が必要な施策を講ずるものと規定されたところ

である。県教育委員会においては、県民が健康で充実した生活を送るため、広くスポ

ーツの普及を図り、地域スポーツ活動の充実や運動部活動の活性化を図っていくこと

も重要である。 

  そこで本委員会としては、特定テーマを「スポーツの振興を通した人づくりの推進

について」とし、以下の視点から様々な検討を行うこととした。 

 

 (1) 子どもの体力・運動能力の向上に向けた取組の推進 

 (2) 地域スポーツの充実や運動部活動の活性化などスポーツの振興 

 

２ 現状と課題  

(1) 子どもの体力・運動能力の向上に向けた取組の推進 

ア 本県の児童生徒の体力・運動能力の現状 

  本県児童生徒の体力は、全国的な傾向と同様に、平成 11年頃から緩やかなが 

ら向上傾向に転じており、全国と比較してほぼ中程度の水準にある。 

しかし、体力水準の高かった昭和 60年頃と比較すると、依然として低い水準 

が続いており、図１のとおり、運動をする子としない子の二極化も見られる。 

さらに、全国に比べ、平日に授業以外で運動・スポーツをしている児童の割合

が低く、小学生から高校生まで「走・跳・投」の基礎的な運動能力も低い状況に

ある。特に、投げる能力が劣っている。 

 

イ 子どもの体力・運動能力向上に向けた取組 

    県教育委員会では、現在、子どもの体力向上を目的に「とちぎ元気キッズ育成

事業」を中心とした取組を展開している。 

学校を中心とした事業では、「なわ跳び」「鬼ごっこ」「ドッジボール」など、

家庭や地域でも取り組むことができる運動遊びを奨励しており、全児童に、なわ
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跳びカード・ステッカーを配布したり、特徴的な取組を実践している小学校を表

彰するなどして、子どもたちの運動への取組を支援している。また、家庭及び地

域との連携事業では、プロスポーツチームやトップアスリートを総合型地域スポ

ーツクラブに派遣し、選手と子どもたちとの交流を図る事業を展開している。 

さらに、幼児期からの運動習慣形成の重要性に鑑み、関係機関と連携し、幼児

期・児童期に関わる教諭や保育士を対象に講習会等を実施している。 

本委員会で調査した福岡県では、子どもたちがスポーツにふれあう機会や自分

にあった種目を見つける契機となる「タレント発掘事業」等を実施し、愛媛県で

は、ホームページを通じて楽しく競い合える「えひめ子どもスポーツＩＴスタジ

アム」等の事業に取り組み、子どもの体力向上を図っている。 

 

図１ 本県児童生徒の運動する子としない子の二極化 

   本県中２男女の１週間の総運動時間の分布 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ウ 子どもの体力・運動能力の向上に向けた課題 

    運動をする子としない子の二極化がある中で、運動をしない子をいかに運動す 

る子にするかのきっかけづくりが大切である。また、運動好きの子を育てるため 

には、神経系の発達が著しい小学校低学年までの時期に、自由に体を動かすよう 

な外遊びや運動経験を通して、運動の楽しさを味わわせ、運動習慣を形成してい 

くことが課題になってくる。 

    学校教育における体育の授業や体育祭などの学校行事は、スポーツに対する関

心や意欲を高める上で重要な役割を果たしていることから、これらの取組をより

一層工夫し充実していくことが求められている。 

    また、生涯にわたって健康を保持し健康な体づくりを続けていくためには、子

どもの時期に健康的な生活習慣をいかに確立していくかが課題である。 

 学校教育以外においては、現在、青少年教育施設等において、施設の特性を活

かした自然観察や登山などの主催事業を実施するなど、施設利用団体に対して体

力・運動能力の向上に資する活動プログラムを提供しているが、より多様な機会

をとらえて工夫して取り組むことが重要である。 
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(2) 地域スポーツの充実や運動部活動の活性化などスポーツの振興 

ア 地域スポーツの現状と取組及び課題 

本県成人のスポーツ実施率(※１)は、図２のとおり、緩やかに向上しているもの

の、平成 25年度の県政世論調査では 39.8％と全国平均 47.5％(平成 24年度)から

は低い状況にある。地域スポーツの振興においては、スポーツ実施率が低い成人

のスポーツ・レクリエーションに取り組むきっかけづくりが課題である。 

これに対し県教育委員会では、全県規模で毎年県民スポーツ・レクリエーショ 

ンフェスティバルを開催している。これは、「開会イベント」「交流体験イベン

ト」「種目別大会」「県民スポーツ大会」の４部門で構成され、参加者は例年、

30,000～40,000人で推移している。 

これらの取組により、県民へのスポーツやレクリエーション活動の普及・啓発

・振興を図っているが、さらなる充実を図ることが求められている。 

また、地域スポーツの振興のため、県教育委員会内に「とちぎ広域スポーツセ

ンター」を設置し、栃木県体育協会や各市町等と連携して、県民がそれぞれのラ

イフステージに応じて、「だれでも、いつでも、どこでも、いつまでも」主体的

にスポーツに親しむことができる総合型地域スポーツクラブの創設・運営につい

て支援している。 

本県では、現在 22 市町に準備段階の３クラブを含む、55 のクラブが設立され

ており、会員数は約 25,000名を数える。各クラブは地域においてスポーツを通し

た豊かな地域コミュニティの形成等に寄与する活動を展開している。 

総合型地域スポーツクラブは、順調に設立数が増えているものの、クラブの規

模や活動内容、各クラブが抱えている課題も様々であり、今後も一層の育成・支

援を継続していくことが必要である。さらに、地域（総合型地域スポーツクラブ

等）と学校との連携を深めていくことも課題である。 

（※１）週１回以上スポーツを実施する者の率 

 

図２ 成人のスポーツ実施率の推移 

 

 

 
「体力・スポーツに関する世論調査」に基づく文部科学省推計・県政世論調査 
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イ 運動部活動の現状と取組及び課題 

学校教育活動の一環として実施されている運動部活動の加入率は、過去 10年間

の推移をみると、中学校では 73％前後で横ばい状態であるが、高等学校では徐々

に増加し、平成 25 年度は 41.2％と調査開始以来最高の値を示した。しかし、生

徒数減少による部員不足への対応や指導者の確保は、十分とは言えない状況であ

る。 

そのような中、生徒のニーズの多様化や指導教員の高齢化などにより、中学校、 

高等学校では、地域のスポーツ指導者に対する派遣の要望が多く、現在、中学校

67校 154部、高等学校 29校 66部、合計 96校 220部に地域スポーツ指導者を派

遣している。 

部活動に加入する生徒の中には、より専門性の高い指導を望む生徒もおり、生

徒の実態に即した活動形態の工夫や顧問の指導力の向上、専門的な指導者の確保

が課題である。また、多くの部員を確保するためには、魅力的な活動が展開でき

るよう内容を工夫する必要がある。 

さらに、運動部活動を通して、児童生徒が健全な発育発達を図る上で、栄養に

関する知識を習得していくことも求められている。 

 あわせて、運動部活動の指導は週休日にも行われており、部活動の活性化には、

指導教員の処遇改善も課題である。 

 

３ 提言 

(1) 子どもの体力・運動能力の向上に向けた取組の推進 

ア 「とちぎ元気キッズ育成事業」の継続と取組の充実 

これまでの学校での取組等により、一定の成果は上げているもののさらなる対

策が必要である。そこで、現在実施している「とちぎ元気キッズ育成事業」の継

続と全体的な体力・運動能力向上に向けたプログラムの提供や本県が低迷を続け

ている投能力の向上に特化した取組など、さらに一歩進めた取組を行うこと。 

    また、子どもの体力・運動能力向上を図るため、地域（総合型地域スポーツク

ラブ等）が学校と連携を取り合い、子どもたちの運動・スポーツの支援をしてい

くこと。 

 

  イ 学校教育での取組 

    トップアスリート等から直接指導を受け、技術指導だけではなく、目標に向か

って努力する姿などの生き方に触れることは、子どもたちに勇気や感動を与え、

スポーツに関わろうとする意欲を高めることから、外部人材の活用などを学校教

育の中で積極的に取り入れること。 

 

  ウ 健康づくりへの意識づけの取組 

    児童生徒に対して、生涯にわたる健康な生活習慣の定着に向けた意識付けを行 

うには、従来からの指導に加え、専門家等からのアドバイスを受ける機会をつく

るなど、関係機関と連携した普及啓発に取り組むこと。 
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  エ 青少年教育施設等での運動に親しむ取組 

    子どもが楽しみながら体力・運動能力を向上させるためには、青少年教育施設

等での取組を一層充実させるだけでなく、公民館や放課後子ども教室など、様々

な機会をとらえて、子どもの体力・運動能力の向上につながる方策を検討するこ

と。 

 

(2)  地域スポーツの充実や運動部活動の活性化などスポーツの振興 

  ア スポーツ・レクリエーションイベントの充実 

国体などの大規模なスポーツイベントの開催に伴う県民のスポーツに対する機 

   運の高まりを受け、子どもから高齢者まで、誰もがスポーツ・レクリエーション 

への興味・関心を高めるよう工夫すること。 

特に、幼児期から運動に親しむ習慣を身に付けさせることは、子どもの体力・ 

運動能力の向上にも大きく寄与するとともに、生涯にわたって運動やスポーツを

継続していく基盤づくりとなる。また、子どもの運動習慣形成には親のスポーツ

・運動への関わりも重要である。 

そこで、県内プロスポーツチームや障害者スポーツ団体、総合型地域スポーツ

クラブ等の各種関係機関・団体との連携、協力のもと、誰でも気軽にスポーツ・

レクリエーションを身近に体験できるきっかけづくりや、「健康長寿とちぎづく

り推進条例」を受け、県民の健康に対する意識を高めるためのイベントの開催を

検討するとともに、イベントの効果を高めるため、県内で開催される各種スポー

ツ大会等と連携した取組を図ること。       

 

  イ 運動部活動への専門家の派遣 

    運動部活動においては、専門性の高い指導を体験し、スポーツを実施する上で 

の正しい知識を得ることは、より魅力ある活動につながり、生徒のスポーツへの 

関心と意欲を高め、競技人口の拡大が図れるものと考える。 

そこで、トレーニング、栄養、心理等、専門的な指導に身近に触れる機会を設 

けるなど、運動部活動の活性化が図れるような取組を検討すること。 

   

  ウ 部活動指導者の指導力の向上 

    運動部活動指導者研修等、指導者の指導力向上のための取組をさらに充実させ

ながら実施していくこと。 

さらに、指導教員の部活動指導に対する手当の見直しを行う等の処遇改善に取

り組むこと。 

 

  エ 栄養教諭等による栄養指導 

    スポーツをする児童生徒が、競技力や体力の向上を図るとともに健全な発育が

できるよう、県内全市町に配置されている栄養教諭等がスポーツと栄養に関する

専門知識を習得し、所属校等で運動部活動指導者と連携した栄養指導を行うなど

の取組を検討すること。 




